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こんな時こそ希望を見出すんだ。 

機を待とう。 

種を撒こう。 

           書道家 

          武田 双雲   

２０２０ 

６月号 
発行所 城陽商工会議所 
 住 所 京都府城陽市富野久保田1-1 
 ＴＥＬ 0774-52-6866 
 ＵＲＬ https://joyocci.or.jp/ 
発行人 生駒智史 
編集人 広報委員会 
 1部100円（購読料は会費に含む） 

経営・税務・労務・法律に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

対象要件 

2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響等により、前年同月比で事業収入が50％以上減少し

た月が存在すること。 

給付額 (法人)最大200万円／(個人事業者)最大100万円 

必要書類 

□確定申告書類 □2020年分の対象とする月(対象月)

の売上台帳等 □通帳の写し □本人確認書の写し

(個人のみ) 

｢わくわくセール２０２０｣参加店募集 

持続化給付金 ～申請サポート始めました!!～ 

 新型コロナウイルスの感染症拡大により、営業自粛等の特に大

きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧

としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します｡  

 当所では､申請方法が分からない方や電子申請が苦手な方など､

会員企業の皆様をお手伝いすべく申請サポートを始めました。 

 是非とも当所(℡0774-52-6866)までご相談ください。 

  城陽商工会議所が 

 申請をお手伝いします!! 

最新の｢補助金･融資制度｣を 
ホームページで公開しています。 
コチラも一緒にご覧ください ! ! 

■対 象(個店のみ) 

 当所会員および城陽市小売商

業連合会会員 

■参加料 1口目無料‼  

(※2口目以降は１口4,000円) 

■クーポンブック 

･折込日:7月27日(月) 

･市内全戸配布 約25,000枚 

･今回はスタンプラリー導入!! 

■申込方法 

 折込チラシ裏面の参加申込書

に必要事項をご記入の上、ＦＡ

Ｘにてお申込みください。 

■締切 令和2年6月30日(火) 

 お申込みいただいた方へは、

｢内容確認｣の為、当所よりご連

絡申し上げます。   

 新型コロナウイルスによって

影響を受けている地元商店の活

性化を図る為、売り出し事業を

実施します！自店のPR･売出情

報を掲載し、集客力UPを図りま

せんか？今回は、1口目参加料

が無料になります。 

 是非ともご参加ください！ 

【詳細：折込チラシ】 
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補助金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

新型コロナウイルス感染症関連支援策 

対象者 小規模事業者 

対象経費 
①機械装置等費②広報費③展示会等出展費④旅費⑤開発費⑥資料購入費⑦雑役務費⑧借

料⑨専門家謝金⑩専門家旅費⑪車両購入費⑫設備処分費⑬委託費⑭外注費 

補助率 2/3以内(上限50万円) 

締 切 第3回締切:2020年10月2日(金)/第4回締切:2021年2月5日(金) 

お問合せ 
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 ℡03-6447-2389 

対象者 国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人 

対象経費 
機械装置･システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用

費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 

補助率 

[通常枠]中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内(上限1,000万円) 

[特別枠]A類型2/3、B･C類型3/4 

[事業再開枠]定額(10/10、上限50万円) 

締 切 第3回締切:2020年8月3日(月)/第4回締切:2020年11月中旬/第5回締切:2021年2月中旬 

お問合せ 
ものづくり補助金事務局サポートセンター 

℡050-8880-4053 

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【一般型】 

【国補助金】ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金 

対象者 小規模事業者等 

対象経費 
①機械装置等費②広報費③展示会等出展費④旅費⑤開発費⑥資料購入費⑦雑役務費⑧借

料⑨専門家謝金⑩専門家旅費⑪車両購入費⑫設備処分費⑬委託費⑭外注費 

補助率 
[コロナ特別対応型A類型]2/3以内 (上限100万円) 

[コロナ特別対応型B･C類型]3/4以内(上限100万円) 

締 切 第3回締切:2020年8月7日(金)/第4回締切:2020年10月2日(金) 

お問合せ 
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8 ℡03-6447-5485 

【国補助金】小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】 

対象者 府内に事業所を有する中小企業･団体及び個人事業主(飲食店含む) ※別途定める 

給付額 (中小企業･団体)20万円/(個人事業主)10万円 

締 切 令和2年6月15日(月) 

お問合せ 
京都府休業要請対象事業者支援給付金コールセンター 

℡075-706-1300(平日9時～17時) 

【府給付金】休業要請対象事業者支援給付金 

【市給付金】休業要請対象事業者支援給付金 

対象者 府内に事業所を有する中小企業･団体及び個人事業主(飲食店含む) ※別途定める 

給付額 (中小企業･団体)20万円/(個人事業主)10万円 ※府支援給付金を受けた事業所に限る 

締 切 令和2年7月15日(水) 

お問合せ 
城陽市まちづくり活性部商工観光課 

℡0774-56-4018 
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最新情報を掲載中! 当所ホームページをご覧ください https://joyocci.or.jp/ 

 

【府補助金】｢食の京都｣推進事業補助金 

対象者 府内で飲食店を営業する事業者 

対象経費 府内産農林水産物を使用したメニュー開発費、広告宣伝費ほか 

補助率 対象経費の2/3以内(上限20万円) 

締 切 令和2年6月15日(月)まで 

お問合せ 
京都府観光連盟 ℡075-411-9990 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 府庁2号館3階 

【府補助金】労働生産性向上推進事業補助金  

対象者 
府内の中小企業者等に該当し、｢中小企業応援隊｣又は｢(公財)京都産業21のコーディ

ネータ｣の推薦を受けたもの  

対象経費 労働生産性向上に資する機器等の導入等に係る経費  

補助率 1/2以内(上限額100万円) 

締 切 令和2年7月22日(水)まで 

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3701 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター3階  

【府補助金】就労環境改善サポート補助金  

対象者 

府内の労働者災害補償保険の適用事業場のうち中小企業者等に該当し、京都府社会保険

労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーの派遣を受け、就労環境改善等

の取り組みを行うもの。 

対象経費 就労環境改善の取組に要する経費 

補助率 1/2以内(上限額30万円) 

締 切 前期:9月25日(金)／後期:令和2年10月13日(火)～12月4日(金) 

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3701 

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 京都経済センター3階  

【府補助金】就労環境改善アドバイザー派遣 

相談内容 
・時間外労働時間の削減や勤務制度の整備・子育て支援制度の整備・短時間勤務や在宅

勤務など多様な働き方の制度整備・法改正に伴う就業規則等の見直し 等 

派遣回数 原則2回(1回2時間程度) 無料 

申込方法 ｢アドバイザー派遣申込書｣に必要事項をご記入の上、FAX(075-417-1880)  

締 切 令和3年3月11日(木) 

お問合せ 
京都府社会保険労務士会 ℡075-417-1881 

京都市上京区今出川通新町下る  

【府補助金】新型コロナウイルス対策企業等緊急応援補助金 

対象者 2以上の事業者による“中小企業等グループ又は組合” 

対象経費 共同で行う新たな取組(材料･消耗品費ほか)と関連する各々の新たな取組(人件費ほか) 

補助率 2/3以内(上限額1グループ最大500万円) 

締 切 令和2年8月31日(月) 

お問合せ 
公益財団法人京都産業21 ℡075-315-8590 

京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター内  
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対象者 
京都府内に事業所を有し、かつ、｢子育て環境日本一に向けた職場づくり行動宣言｣を行

うものであって、別途定める基準に該当するもの 

対象事業 

①仕事と生活の両立支援のための社内制度の整備、業務効率化による年次有給休暇の取

得促進など、多様な働き方の推進に向けたコンサルタントの導入 ②テレワークの導入

や従業員間での業務共有化など、多様な働き方を推進するために行う情報通信機器の導

入 ③サテライトオフィスの設置、子連れ出勤の実現に向けた託児スペースの整備な

ど、多様な働き方の推進に向けた施設整備 ④多様な働き方の理解促進に向けた社内研

修の実施、各種セミナーへの参加 他 

対象経費 
講師謝金、施設整備費、機器のレンタル･リース及び購入経費、教育研修費、備品購入

費、旅費、印刷製本費、役務費、消耗品費、委託料、取組発信経費ほか 

対象期間 交付決定日～令和3年2月28日(日) 

補助率等 中小企業等:補助率1/2以内(上限50万円)/小規模企業者:補助率2/3以内(上限50万円) 

お問合せ 
京都府中小企業団体中央会 ℡075-708-3725 

ホームページhttp://www.chuokai-kyoto.or.jp/ 

【府補助金】多様な働き方推進事業費補助金 

2020年より補助金申請の手続きに、 

電子申請システム｢Ｊグランツ｣が導入されました! 

 ｢電子申請｣とは、インターネットを利用して申請･届出をする

方法で、いつでも･どこでも手続きができます。 

 また、電子申請により郵送が不要となるため、書面で行う申

請に比べて、移動や郵送等のコストが掛からない、法人情報や

過去の申請情報を自動転記することにより、入力の手間の削減

(ワンスオンリー)、ログイン時の認証機能により、書類の押印

が不要等のメリットがあります。 

電子申請にあたり､【gBizIDプライム】の取得が必要です! 

 ｢GビズID｣は、1つのID･パス

ワードで様々な行政サービス

にログインできるサービスで

す。詳細については、ホーム

ページをご覧ください。 

【市補助金】城陽産業おうえん補助金【詳細：折込チラシ】 

対象者 
事業継続計画(BCP)またはそれに準ずる計画が記載された書類を提出する市内商工業者

又は農業者 

対象経費 補助対象者が自ら策定したBCP等に基づく取組 

補助率 10/10以内(上限額10万円) 

締 切 令和2年9月30日(水)まで 

お問合せ 
城陽市商工観光課 ℡0774-56-4018 

城陽市農政課   ℡0774-56-4005 

 

【府補助金】雇用調整助成金の対象となる研修(最大2,400円の加算措置付) 

対象者 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業所に雇用されている従業員のうち、

事業主が指示する研修を受講される方 

内容 
新入社員･若手職員向け、中堅社員向けといった階層別研修とロジカルシンキングやコ

ミュニケーションといった能力別研修の動画をWebで配信 

受講料 無料 

お問合せ 
京都府商工労働観光部人材確保推進室 

℡075-682-8913 

補助金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 
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 新型コロナウイルス感染拡大により、ご不安な

日常生活や事業運営を、余儀なくされていらっ

しゃる皆さまに、謹んでお見舞い申しあげます。 

 今般の緊急事態宣言が解除されましたことに伴

い、弊社におきましてもお客様への訪問自粛を解

除し、感染拡大防止の措置を十分に取りながら、

お客様の意向を尊重しつつ、慎重に訪問活動を再

開することとなりました。 

 不要不急の外出を削減するために、訪問に際し

ましては事前にお尋ね申し上げますので、その節

には何卒よろしくお願い申し上げます。 

 また、ご用命の際には何なりとご遠慮なくお申

し付けください。 

アクサ生命保険株式会社からのお知らせ 

京滋支社 京都営業所 

城陽商工会議所 共済推進員一同 
〒604-0845 

京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿町538 

ヤサカ烏丸御池ビル3F ℡075-229-6117 

【融資】マル経融資(小規模事業者経営改善資金) 

対象者 

･城陽市内で最近1年以上営業している方。 

･従業員が20人以下(商業･サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)は5人以下)の方。 

･確定申告を行い、法人税･所得税･事業税･住民税について、完納している方。 

･日本政策金融金庫の融資対象業種の方。 

･従前から当所の経営指導を6か月以上受けている方。 

限度額 2,000万円 

返済期間 運転資金:7年以内(据置1年以内)/設備資金:10年以内(据置2年以内) 

金 利 1.21％(令和2年5月1日現在) ※3年間利子補給有り 

担 保 保証人なし･担保不要 

【融資】マル経融資コロナ別枠(小規模事業者経営改善資金) 

対象者 
上記対象者であり、この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上

高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少している方 

限度額 1,000万円 

返済期間 運転資金:7年以内(据置3年以内)/設備資金:10年以内(据置4年以内) 

金 利 
【当初3年間】1.21％-0.9％(令和2年5月1日現在) ※3年間利子補給有り 

【4年目以降】1.21％ 

担 保 保証人なし･担保不要 

 当所では『新型コロナウイルスに関する経営相談窓口』設置に伴い、当面の間、

相談窓口時間を『9時00分～19時00分(通常17時00分迄)』に延長しております。 

 マル経融資や各種補助金については、当所経営支援員までご相談いただくか、

当所ホームページ(https://joyocci.or.jp/)をご覧ください。 【城陽商工会議所】 

 感染拡大防止のため一部ご利用に制限があります。 

最新情報を掲載中! 当所ホームページをご覧ください https://joyocci.or.jp/ 
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対象者 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②

のいずれかに該当する方 

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少した方 

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較

して5％以上減少している方 

(a)過去3ヶ月平均売上高(b)令和元年12月売上高(c)令和元年10月～12月売上高平均額  

担 保 無担保 

限度額 

貸付期間 

中小事業6億円(別枠)、国民事業8,000万円(別枠) 

設備資金20年以内、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内) 

金 利 
当初3年間 基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利 

中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％ 

利子補給 

借入後当初3年間は利子補給あり ※下記要件を満たす場合に限る 

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み小規模に限る):要件なし 

②小規模事業者(法人事業者):売上高▲15％減少 

③中小企業者(上記①②を除く事業者):売上高▲20％減少 

お申込み 郵送もしくはインターネット ※まずはお電話ください。 

お問合せ 
平 日:日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル ℡0120-154-505 

土日祝:℡0120-112-476(国民生活事業)/℡0120-327-790(中小企業事業) 

新型コロナウイルス対策 

(無料動画)配信中 
視聴にはＩＤとパスワードが必要です。 

詳しくは当所までお問合せください。  

  ℡0774-52-6866 

 

【融資】新型コロナウイルス感染症特別貸付 

【融資】小規模企業共済制度にかかる特例緊急経営安定貸付 

対象者 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業績が悪化したことにより、1か月の売上高

が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有する契約者 

借入額 50万円～2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割～9割) 

借入期間 
借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年 

※いずれも据置期間1年を含む 

金 利 0％(無利子) 

返済方法 据置後、6か月毎の元金均等払い 

お問合せ 
中小機構共済相談室コールセンター ℡050-5541-7171(平日9時～18時) 

ホームページhttps://www.smrj.go.jp/index.html 
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補助金に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 
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 鹿児島空港から車で約１時間半、九州新幹線

川内駅から車で40分ほど走った鹿児島市の北西

部に、阿久根市という名の小さなまちがある。 

 今から65年前、1955年のピーク時の人口は4万

人を数えていたが、その後、年々減少を続け、

今や当時の半分の2万人である。深刻なことは、

地域に住む人々の高齢化の進行で、現在の高齢

化率は約39％と、全国平均の28％はもとより、

鹿児島県の31％も大きく上回っている。40年後

(2060年)に国平均で40%に達するといわれている

高齢化率とほぼ同率で、超高齢社会の縮図のよ

うなまちである。 

 こうした過疎化･高齢化が著しく進行する小さ

なまちにあって、｢地域住民の命と生活を守らね

ば……｣と、中堅規模の小売店に成長してもな

お、この地に本社本店を構え、頑張っている注

目すべきスーパーがある。運営会社の名は株式

会社マキオといい、本店舗名は｢Ａ-Ｚあくね

店｣、現在は、このほかに、｢Ａ-Ｚかわなべ店｣

(南九州市)、そして｢Ａ-Ｚはやと店｣(霧島市)の

計3店舗を展開している。3店舗合計の社員数は

約800人、年間来店者数は延べ650万人、そして

売上高は280億円である。 

 1997年に1号店である｢Ａ-Ｚあくね店｣を開店

して以来、全国チェーン店の衰退をよそに、広

告宣伝はほとんどしていないが、その業績は右

肩上がりである。 

 同社の成長発展の要因は多々あるが、その最

大の要因は、実質創業者である現社長、牧尾英

二氏の進めた経営･店づくりが､地域住民はもと

より地域外に住む人々からも、高く評価され､こ

の間、変わらぬ支持を受けてきたからである。 

 牧尾社長の掲げたモットーは、｢店は地域住民

の生活インフラ。損得や勝ち負け、さらには、

効果・効率などよりも、地域住民の命と生活を

最優先する……｣である。このため、もうけでは

なく生活者の利便性のため、営業もあえて24時

間、平屋建ての巨大な店舗内で扱う商品も、食

料品はもとより家電・衣料品･ＤＩＹ商品･仏具･

住設部品･ドラッグ、さらにはカー用品から軽自

動車まで、日常生活に必要な商品はほとんどそ

ろっている。 

 聞くと、取扱品目はなんと40万アイテム。ち

なみに、地域住民が必要とあれば、たとえ1個で

も、たとえ１年に１人の顧客の要望であっても

扱っている(これがＡ-Ｚの由来)。 

 より驚くことは、地域住民の多くは、交通弱

者であるということもあり、マイクロバスを４

台購入し、自宅から店までの送迎どころか、病

院や市役所への送迎も担っている。 

 ちなみに、気になる値段はというと、ディス

カウントストア並みの低価格である。
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会議所だより（本誌）広告主を募集中！ 

新入会員募集!! 
詳しくは当所まで ℡0774-52-6866 

 営業時間 ２０:００～２４：００ 
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商品・サービスのＰＲには｢チラシ同封サービス｣をご覧ください。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により世の

中のビジネスは大きな影響を受けています。飲

食業、小売り・サービス業をはじめ、まったく

商売にならない人も多くいらっしゃると思いま

す。とにかくここはさまざまな支援を利用して

なんとか生き残るしかありません。 

 今回の出来事は、ゆるやかに起きていたビジ

ネスのやり方を大きく変化させる側面もありま

す。その一つがインターネット活用の拡大で

す。いろいろな地域の私の知り合いの飲食店で

も、これまで取り組んでいなかった持ち帰りメ

ニューをつくり、ネット通販できる商品開発、

コアなファンとのつながりを強める方策、新規

客を呼び込むための情報発信など、慣れないパ

ソコンと向き合いながらネット活用を始めると

ころが増えています。 

 今回は、時代の変わり目にネットを活用し、

お客さんのニーズと向き合ってピンチを切り抜

けたという話題を紹介します。  

 高知県に高知競馬という地方競馬がありま

す。人口減もあって利用者はどんどん減り、

2008年にはかつて220億円あった年間売り上げが

38億8000万円にまで落ち込み、赤字に転落しま

した。それが、19年には、前年より140億円増え

て570億円と大きく成長し、過去最高を記録しま

した。現在は無観客でレースを開催して好調に

売り上げを伸ばしているそうです。かつてハル

ウララという連戦連敗の競走馬が所属していた

ことくらいしか話題がなかった地方競馬がここ

まで回復できたのは、(1)インターネット時代に

なって馬券が全国から買えるようになったこ

と、(2)全国のコアなファンに向けた商品企画に

取り組んだこと、(3)地元の客向けにファミリー

や女性が行きやすい環境を整え、魅力的なイベ

ントを実施したことが挙げられます。 

 ネットで商品が売れるなら、大市場から遠い

地方にあるというデメリットはさほど不利にな

りません。面白いのは全国からファンを引き付

けるためにあえて他の競馬場のレースが終わっ

た後にレースを開催したり、地元の成績が良く

ない馬ばかりが走るレースを企画したりしたこ

とです。これは予想が難しいため高配当が期待

できると人気を呼びました。地方にあってマイ

ナーな存在ゆえに、そこに所属する競走馬のこ

とが良く知られていないというマイナスをプラ

スに変えた発想がありました。 

 一方でリアルに足を運べる地元の観客に対し

ては、トイレをきれいにしたり｢カレーフェス

タ｣といった食のイベントを実施したり、女性や

ファミリーが遊びに行っても楽しい場所に改善

しました。 

 高知競馬のＶ字回復からは、ネット活用と

ネットの先にある、よりコアなお客さんのニー

ズや消費スタイルを考えて商品やサービス内容

を見直すこと、ネット以外の直接顔が見えるお

客さんについては、ターゲットを広げてリピー

ターを増やす工夫を凝らすことなどのヒントが

得られます。今回の事態は乗り切るだけでも大

変ですが、その先には、ビジネスシーンに広く

ネット活用が進んだ世界が常識になっているは

ずです。 
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 「j-prosper（繁栄）」で事業所の紹介をしませんか？ 掲載無料。１社１回のみ。 

京南ロック 

(繁栄) 
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 当社は、出張専門での合鍵･スペアキー作製を

承っております。家の鍵はもちろん、お店や金庫、

物置、ロッカー、デスクまで、どんな合鍵でも作

製ＯＫです。また、金庫や車のドアロック解錠、

鍵の交換、二重ロック、防犯性の高いものへの交

換等、ご要望に応じて素早く・安心安全に対応さ

せていただきます。 

 車(国産車)のスマートキーは、その場で約2時

間で複製を作製いたします。コンピューターの交

換もなく、料金も破格値で対応いたします。バイ

クも各種対応可能です。 

 何かお困りのことがございましたら、どんな些

細なことでも構いません。どこへでも駆けつけ

て、複製から解錠まで、カギのことなら何でもお

任せください。直通電話(090-1902-0136)をス

マートフォンに登録いただければ、万一の時に駆

けつけます。 

 常にコストを抑え可能な限り格安なお値段で

ご提供できるよう日々努めて参ります。まずは当

社へお気軽にご相談ください。  

 会員データ [代表] 大 出 勇    [住所] 〒610-0118城陽市水主南垣内5-3  [TEL] 0774-53-4897 

       [直通] 090-1902-0136 [営業] 9時00分～18時00分   [定休] 日曜･祝日 

活動報告 

▲車内のキー製作工房 ▲数多くのスマートキー 

  

 

 

 本年度総会を書面決議にて開

催し、新役員は次の通りです。 

会  長･･･久保 静代  再任 

直前会長･･･久保  紀子   再任 

副 会 長･･･北川 美子   新任 

副 会 長･･･西田 詔子   新任 

副 会 長･･･山縣 和子   新任 

理  事･･･天本恵美子  再任 

理   事･･･牛島百合子   再任 

理   事･･･梅川 嘉子   再任 

理   事･･･岡田 隆代   再任 

理   事･･･奥西貴代美   再任 

理   事･･･奥村いず美   新任 

理   事･･･笹井かち子   新任 

理   事･･･塩田 昌代   新任 

理   事･･･戸田 慶子   新任 

理  事･･･中村 水り  再任 

理  事･･･東本 純子  再任 

理  事･･･平岡 孝子  再任 

理  事･･･堀井須也子  新任 

理  事･･･吉田恵里子  再任 

監   事･･･奥田 倫子   再任 

監   事･･･松本智恵子   再任 

新入職員の紹介 

 4月30日付けで指導課に配属

されました出口瞳と申します。  

 会員の皆様のお役に立てるよ

う精一杯頑張ります。何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

改正「食品衛生法」が次々施行されます 

 食品の安全性を確保するため

食品衛生法が改正されました｡ 

①2020年6月1日からHACCP(ハ

サップ)に沿った衛生管理の制

度化がスタート!!  

②営業許可制度の見直しがあ

り、2021年6月1日までに営業届

出制度の創設!! 

③2021年6月1日までに食品リ

コール制度が開始!! 

【お問合せ】 

山城北保健所 ℡0774-21-2191 

 諸制度の改正に伴い対応が必

要となる事業所に対し､新制度

への対応を円滑に進めることを

目的に｢制度改正に伴う専用WEB

セミナー｣を開設しました。 

        【詳細：折込チラシ】 

ＷＥＢセミナー開設！ 
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6月10日（水）13:30～16:00 

6月11日（木）13:30～16:00 

6月18日（木）13:30～16:00 

6月19日（金）13:30～16:00 

労働保険に関するご相談は、お気軽に当所(℡0774-52-6866)までご連絡ください。 

～ 京 都 の 新 し い 縁 起 物 ～ 
燦彩糸（さんさいし）プロジェクトが金銀糸を活用し商品開発

を行ったアイテムがインターネットでご購入頂けます！ 

 

 

 

 

 

   

燦彩糸ホームページ https://sansaishi.kyoto.jp/ 

京山城燦彩糸協議会 電話 52-6866(城陽商工会議所内) 

多くの幸運アイテムをご用意しております 

労働保険年度更新のお知らせ 

 ｢令和2年度分の概算保険料｣と｢令和元年度分の確定保険料｣の申

告納付(6月1日(月)～8月31日(月)まで)の手続きはお早めにお願い

します。(※本年も一般拠出金の申告納付も併せて行なっていただ

くこととなります。) 

 尚、労働保険料の納付については新型コロナウイルス感染症の

影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方

は、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができま

すので、ご検討される際は一度ご相談ください。(※猶予対象は令

和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険

料が対象となります。)                   【担当:指導課】 

「会員大会」「ＪＯＹＯ産業まつり」中止について 

 平素より、当所諸活動にご高配を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 さて、この度の新型コロナウイルス感染拡大

の影響を受け、参加者および関係者の健康と安

全確保を最優先した結果、｢会員大会｣｢JOYO産業

まつり｣の中止を決定いたしました。 

 ｢中止｣の決定に関する会頭のコメントは以下

のとおりです。 

 5月21日、新型コロナウイ

ルスに伴う京都府の休業要

請が解除されました。4月16

日の緊急事態宣言以降｢ヒ

ト･モノ･カネ｣の流れが一気

に遮断され、あらゆる業種

に甚大な被害を及ぼしまし

た。その結果、京都府においては10日間新たな

感染者が発生せず、今回の解除により徐々にで

も会員の皆様の事業に明るい兆しが見えてくる

ことを願っています。 

 しかしながら､この未知のウイルスは夏場にか

けて一旦は下火になるとしても｢低温･乾燥｣にな

る10月から12月にかけて｢第2波｣が始まり､来年

春先まで続く可能性が有ると言われています。 

 9月の会員大会、11月3日の産業まつりは3密

｢密閉･密集･密接｣の典型的な事業です。｢第2波｣

の発生に備えて、これらの事業が新たなクラス

ターをつくるリスクがある以上、誠に残念です

が｢中止｣を決定致しました。 

 ワクチンが開発され､集団免疫を得ることで、

このウイルスの蔓延は終息します。我々事業者

はそれまでは｢第2波｣の発生を警戒しながら、知

恵を出し事業を再始動しなければなりません。 

 会議所と致しましては、より一層会員事業所

の皆様に寄り添い各種金融相談業務の強化を図

ることは勿論の事、新たな支援策も実施してま

いります。と同時に地域経済発展の要である中

小企業の体力の弱体化を防ぎ、新型コロナウイ

ルスが終息するまで企業体力を温存させる為に

国や地方のさらなる経営支援策の拡充を願って

やみません。  

 

会頭 堀井 美郎 

 

 令和2年5月11日(月)より京都テルサ東館1階にて雇用調整助成金

の手続き並びに相談が可能となりましたのでご活用ください。 

□中小企業雇用継続緊急支援センター事務局 ℡:075-682-2233 

  ｢京都府中小企業雇用継続緊急支援センター｣が開設されました! 

「納税猶予の特例」措置 

税 目 
法人税･消費税･固定

資産税･社会保険料 

事 由 

新型コロナウイルス

の影響により、相当

な収入の減少の場合 

要 件 

本年2月1日以降の任

意の期間(一ヵ月)に

おいて、収入が相当

(前年同期比概ね20％

以上)減少し、一時の

納税が困難と認めら

れる場合 

担 保 不要 

延滞税 免除 

https://sansaishi.kyoto.jp/

